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議
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議
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長
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昭
君
提
出
交
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に
関
す
る
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に
対
し
、
別
紙
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を
送
付
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る
。
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君
提
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に
関
す
る
質
問
に
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す
る
答
弁
書

一
か
ら
三
ま
で
に
つ
い
て

御
指
摘
の
件
に
つ
い
て
の
事
実
関
係
は
、
確
認
し
て
い
な
い
。
一
般
的
に
、
交
際
費
は
、
企
業
経
営
上
の
必
要
性
に
基
づ

き
、
会
社
の
判
断
と
責
任
に
お
い
て
個
別
に
支
出
さ
れ
る
も
の
と
認
識
し
て
い
る
が
、
政
府
と
し
て
は
、
必
要
に
応
じ
て
、

適
切
に
対
応
し
て
ま
い
り
た
い
。


